受講すべき研修・講義・演習等、使用する受講申込書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	講義部分
	演習部分等
	使用する受講申込書

	
	
	1日目
	2日目
	3日目
	4日目
	5日目
	

	新たに相談支援専門員になりたい
＝「相談初任者研修」を受けたい
	7/9、7/10
	7/27
●
	8/7
●
	8/17
●
	8/18
●
	9/10
●
	「【相談支援専門員として従事する予定がある方向け】相談初任者研修実施要領」⇒1-4.1-5の申込書

	新たにサービス管理責任者になりたい
新たに児童発達支援管理責任者になりたい
＝「相談初任者研修（講義部分）」＋
「サビ管等基礎研修」を受けたい
	動画配信形式で受講（7/16～7/29）

受講後、レポート提出（注）
	（受講なし）
	「【サビ管・児発管基礎研修を受講する方向け】相談初任者研修実施要領」
⇒1-4.1-5の申込書
上記研修終了後に「サービス管理責任者等基礎研修」を受講する。
⇒後日（８月中旬予定）申込


 (注)過去に「初任者研修」を修了した者又は「初任者研修」の講義部分の受講証明書を有する者は、新たに相談初任者研修（講義部分）を受講しなくとも、後日
実施要領等を発表する「サービス管理責任者等基礎研修」を受講できます。
